
新型コロナウイルス感染症 主な支援一覧
市内事業者のみなさまへ
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事業チャレンジ応援支援金
　新型コロナウイルス感染症により、従来の経済活動が収縮する中においての新規創業や第
二創業、事業を継続していくため、新商品の開発などに挑む中小企業や生産者に対して支援
します。詳しくは交流観光課までお問い合わせください。
支援対象事業・支援額
①起業支援金　施設整備、研修・経営指導、販路を拡大するための活動
　　　　　　　上限額100万円　補助率1/2など
②チャレンジ支援金　新商品開発など、ブランド化、販路を拡大する活動
　　　　　　　　　　上限額50万円　補助率3/4など
申請期限　令和５年３月10日㈮

交流観光課
☎0823-43-1632
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ポ
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えたじま元気クーポン えたじま元気クーポン 1/31まで！引き換えはお早めに
　コロナ禍において原油価格・物価高騰に直面する市民や事業者に対する生活支援と地域経
済活性化を目的として、市内で使用できるクーポン券を市民の皆さまに無償で配布します。
配布物　5,000円分のクーポン券
対象者
　江田島市全市民（７月31日㈰時点で住民基本台帳に登録されている方）
引き換え場所
　市役所本庁、市民センター（江田島・能美・沖美）、三高支所、切串出張所、市商工会（本
所・能美支所【わくわくセンター内】）
■引き換え券が届いていない場合
　元気クーポン引き換え券は、対象となる全世帯に送付済みです。上記対象者のうち、世帯
主まで引き換え券が届いていない場合は、交流観光課へご連絡ください。

えたじま元気
クーポンのこと
交流観光課
☎0823-43-1632

取扱店舗の募集
市商工会
☎0823-42-0168

市民のみなさまへ

市民のみなさまへ
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感染・感染の
疑いで
無給減給

傷病手当金

国保・後期高齢者医療被保険者が、感染または感
染が疑われたことで、その療養のために仕事を休
んだ期間、一定の要件を満たした場合に限り支給
支 給期間　仕事を休んで４日目から、仕事を

することができない期間
支 給額　（直近の継続した３カ月間の給与収入

の合計額を就労日数で割った額）×2/3×支
給対象となる日数

保健医療課
☎0823-43-1639

低所得の
生活困窮世帯

住民税非課税世
帯等に対する臨
時特別給付金

【国】

一世帯当たり10万円
対 象　 ① 住 民 税 非 課 税 世 帯　 基 準 日
（R3.12.10）に世帯全員の令和４年度分の
住民税均等割が非課税の世帯（令和３年度
分の受給者は対象外）、②家計急変世帯　①
のほか、新型コロナの影響を受け、家計が
急変し、①と同様の事情にあると認められ
る世帯（詳細は市ホームページ）

社会福祉課
☎0823-43-1638

生活困窮者自立
支援金【国】

対 象　緊急小口資金および総合支援資金の特
例貸付をいずれも受け、R4.12月末までに借
り終える世帯または本自立支援金を一度受
けた世帯

支 給額（月額）　①単身世帯６万円、②２人世
帯８万円、③３人以上世帯10万円

支給期間　最大３カ月
支給要件　収入、資産、求職活動要件など
申 請期限　12月31日㈯（当日消印有効）

減
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保険税・保険料
が払えない

国民健康保険税・後
期高齢者医療保険
料・介護保険料減免

収入が前年に比べ３割以上減少するなど、要
件に該当する方は、申請により保険税・保険
料が減免となります。

税務課
☎0823-43-1636
保健医療課
☎0823-43-1639
高齢介護課
☎0823-43-1651

国民年金保険料
が払えない

国民年金保険料
免除

業務が失われた方や、相当程度の所得低下が
見込まれる方は保険料の免除申請ができます。

市民生活課
☎0823-43-1634

猶
予

納税が今は
厳しい

納税の
猶予制度

次のケースに該当する場合は、猶予制度があります。
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・本人または家族が病気にかかった場合
・事業を廃止、または休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合

税務課
☎0823-43-1636

水道料金
・下水道使用料
支払いが厳しい

水道料金・下水道
使用料の支払い
猶予

水道料金・下水道使用料の支払いが困難な世
帯・事業者を対象に支払いの猶予が受けられ
ます。

業務課
☎0823-42-3311

市民・事業者共通
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付
金
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子育て世帯
への支援

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【国・市】
対 象者
①  公的年金等の受給により、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない

者（児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る）
②  新型コロナの影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準

となっているひとり親世帯
③  令和４年３月31日時点で18歳未満の子（障がい児は20歳未満）の養育者で、次

のいずれかに該当する者
・令和４年度分の住民税均等割が非課税の者
・ 新型コロナの影響を受けて家計が急変し、収入が令和４年度分の住民税均等割が

非課税の者と同じ水準の者
④  ①～③のほか児童手当特例給付の所得上限額以上の所得があり、平成19年4月2

日以後に出生した児童の養育者で、新型コロナの影響を受けて家計が急変し、収
入が令和４年度分の住民税均等割が非課税である者と同じ水準となっている者

給付額　児童１人10万円（国５万円、市５万円）
そ の他　申請受付後、審査し支給します。
提出期限　令和５年２月28日㈫

子育て支援課
☎0823-42-2852

新生児特別定額支援金【市】
対 象者　令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生し、出生時から申請ま

での間、継続して本市に住所を有する新生児の世帯主
給付額　児童１人10万円
手 続方法　申請書に対象児の生年月日が確認できる書類（母子健康手帳の「出

生届出済証明」など）を添付して、子育て支援課へ提出
※ 申請書は市ホームページからダウンロード、出生届の手続の際に窓口で受け

取ることができます。
提出期限　令和５年４月20日㈭

市 HP

市 HP
生活困窮者自立支援金関係

住民税非課税世帯等に対
する臨時特別給付金関係

江田島市公式ホームページ 江田島市公式Facebook
新型コロナウイルス
感染症の最新情報は
こちらから

広島県公式ホームページ 厚生労働省ホームページ

広報えたじま　令和４年12月 広報えたじま　令和４年12月 10101111


